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麻薬取扱者免許について パート２

このコンテンツでは、麻薬管理者、麻薬施用者、その他の手続方法について
説明します。
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パート２では、「１ 麻薬管理者免許証の手続きが必要なケース」から「３
その他のケース」について説明します。



１ 麻薬管理者免許証の手続きが必要なケース

麻薬管理者免許証の手続きが必要なケースについて、説明します。

麻薬管理者免許証の手続きが必要になるケースを１から６まで挙げておりま
す。

このうち、１から４のケースは新規申請が必要なケース、５及び６は記載事
項変更届が必要なケースとなっております。
6については施用者と同じですので「２ 麻薬施用者免許証の手続きが必要
なケース」の中で説明いたします。
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（１）新たに麻薬管理者を設置するケースです。

新たに開設する診療施設に麻薬施用者が２名以上になる場合

麻薬施用者が１名だけの施設から２名以上になる場合

また、従たる施設の追加により、麻薬施用者が２名以上になる場合は、麻薬
管理者の申請が必要になります。

必要書類は①のとおり麻薬管理者免許申請書、医師等免許証の写し、申請手
数料になります。

新たに開設した診療施設や初めて麻薬診療施設として申請する場合は、開設
届の写しも必要になります。
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（２）麻薬管理者が交代するケースです。

①後任の麻薬管理者免許申請に加え、②前任の麻薬管理者業務廃止届、前任
の麻薬管理者免許証の原本が必要になります。

この場合、後任の麻薬管理者免許証交付に申請から2~３週間ほどかかるため
、後任の管理者に交代する２~３週間ほど前に申請いただく必要があります。

日にちを遡って免許を取得することはできませんので、ご注意ください。

次のスライドで図表で説明いたします。
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ここでは、4月1日を交代日の例として説明いたします。

2021年の場合、4月1日の管理者交代にあたり、事前に免許をお渡しできる
最後の交付日が3月31日となります。

3月31日に交付を受けるためには、前の週の月曜日3月22日までに窓口にて
申請いただく必要があります。

また、郵送申請の場合は、3月12日の金曜日必着でご送付いただく必要があ
ります。

免許希望日がある場合は、申請の際に交代日をお知らせいただくと共に、申
請書の備考欄に免許希望日を記入してください。

この例に限らず、交代が決まった場合には、余裕をもって、申請してくださ
い。

また、交代前の申請が直前になってしまう場合は、薬事免許担当までご相談
ください。
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（3）開設者が変更になるケースです。

開設者が変更になる場合、親から子へ代替わりする場合などがこちらに該当
します。

麻薬免許証に関する書類は先ほどの「（１）新たに麻薬管理者を設置するケ
ース」の必要書類と同様です。

診療施設等の開設届の写しは、保健所等への提出が済んでいない場合、申請
の際は、提出予定の案文でも構いません。

案文で申請をされた場合は、保健所等での届出が終わりましたら、すみやか
に受付印のある開設届の写しの提出をお願いします。

なお、開設者変更の際に診療施設の名称や所在地のビル名表記などが変更し
ている場合、麻薬施用者免許については、記載事項変更届が必要になります
。

施用者には、従たる施設として登録している施用者も含みますので、漏れが
ないように、すべての施用者の変更をしてください。
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（3） 開設者が変更になるケースのつづきです。

開設者が変更になるときは麻薬所有届等の麻薬の手続きが必要になります。

開設者が変更になった後、15日以内に麻薬所有届等の提出をお願いします。

麻薬を所有しており、開設者変更後の診療施設に麻薬を引継ぐ場合は、麻薬
所有届、麻薬譲渡届、麻薬帳簿が必要になります。

一つ前のスライドの（3）②の麻薬管理者業務廃止届、麻薬管理者免許証の
原本と一緒にお持ちください。

麻薬を新たな開設者に譲渡する場合は、開設者変更後50日以内に行い、譲渡
から15日以内に届け出てください。

法律の規定により、開設者変更後、変更前の開設者が50日を超えて麻薬を所
持していると、不法所持になります。

また、麻薬を廃棄する場合は、事前に届け出が必要です。

麻薬廃棄届、廃棄したい麻薬、及び麻薬帳簿を都庁薬務課の窓口にお持ちく
ださい。
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（4） 診療所が移転するケースです。

移転する場合は、ひとつ前の（3）開設者が変更になる場合と必要書類等は
同様です。

移転日を管理者の交代日と考え、早めに申請し、移転後に麻薬所有届等の麻
薬の手続きを忘れないようにご注意ください。
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移転するときも（3）の開設者が変更になるケースと同じ手続きが必要です
。
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（5）業務所の名称、住所表示の変更のケースについてです。

診療所等開設届を新しく出す必要がなく、開設届出事項を変更した場合など
が該当します。

この場合は新規申請ではなく、麻薬施用者免許証の記載事項変更届が必要に
なります。
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２ 麻薬施用者免許証の手続きが必要なケースです。

（１）は新規申請書を申請するケース、（2）から（4）は記載事項変更届を
届出るケース、（5）は廃止届を届出るケースです。

１から順番に説明させていただきます。
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（１）新たに麻薬を施用するケースです。

都内で麻薬施用者免許を持っておらず、新たに免許を取得する場合は新規の
申請が必要になります。

また、申請書の従たる施設は、麻薬を施用する予定の施設のみ記載してくだ
さい。

次に、医師免許証の写しについてです。

医師免許証の交付申請中で、手元に医師免許証がない場合は、免許証の代わ
りに発行される登録済証明書でも構いません。

ただし、登録済証明書には、有効期間があります。

申請の時に、有効期間内であるかを確認してください。

また、麻薬業務所でない診療施設で新たに麻薬施用者の申請をする場合は、
診療所等開設届の写しが必要です。
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（2） ①氏名の変更のケースです。

氏名が変わる場合には、変更がわかる書類として、戸籍謄本または抄本の原
本、もしくは変更後の医師等免許証の写しのいずれかが必要になります。

また、希望される場合は、麻薬施用者免許に旧姓を併記することができます
。

旧姓併記を希望の場合、記載事項変更届には変更前の氏名の項目に旧姓を、
変更後の氏名の項目に新姓の後ろにかっこ書きで旧姓をお書き下さい。

そして、届出の下の方にある申請者氏名の欄にも新姓の後ろにかっこ書きで
旧姓をお書き下さい。

また、変更の事由が帰化等の場合は、医師等免許証の番号が変わるため、戸
籍謄本原本と変更後の医師等免許証の写しの両方の書類が必要になります。

この場合、変更後の医師等免許証の番号を登録させていただきます。

次に、（2） ②自宅住所の変更のケースです。

こちらは、記載事項変更届と麻薬施用者免許証の原本が必要になります。
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（3） ① 麻薬を施用する施設を変更するケースです。

必要な書類は、スライドのとおりです。

診療施設において、初めて麻薬管理者若しくは麻薬施用者を設置する場合は
、診療所等開設届の写しが必要になります。

また、申請者が医師の場合、窓口で医師会加入の有無を伺っておりますので
、ご確認をお願いします。

麻薬施用者が2名以上になる場合は、管理者を設置しなければなりません。

麻薬施用者の業務所を変更する場合、移動先の麻薬取扱者免許取得状況をご
確認ください。

業務所の変更の場合、異動前と異動後どちらの診療施設が書類を提出してい
ただいても構いません。

診療施設間で、調整の上ご提出ください。

（3）② 麻薬を施用する施設の追加・廃止のケースです。

麻薬を施用する施設として、従たる施設を追加する場合、従たる施設に麻薬
管理者が設置されていない場合は、追加できません。

追加先の麻薬取扱者免許取得状況をご確認ください。
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（4） 診療施設の移転、名称変更のケースです。

必要書類は、麻薬施用者免許証記載事項変更届、麻薬施用者免許証の原本で
す。

麻薬管理者を設置している施設は、麻薬管理者免許申請後に手続きしてくだ
さい。

（5） 都内では麻薬を取り扱わないケースについてです。

施用者が都内で麻薬を使わなくなるのであれば、業務廃止届を必ずご提出く
ださい。

また、従たる施設がある場合は、廃止届を提出してしまうとその従たる施設
でも麻薬を施用できなくなります。

廃止届を提出する場合は、主たる業務所で使用しないだけでなく、都内で麻
薬を取扱わないことを確認してから届出を行ってください。

廃止届は廃止後、15日以内の提出となります。

そのため、業務廃止年月日が届出日よりも後の日付になっている業務廃止届
は受付することができません。

必ず廃止後に届出してください。
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3 麻薬関係の手続き その他のケース

麻薬業務所でなくなる場合は、麻薬管理者の業務廃止届、麻薬施用者全員の
業務廃止届、もしくは記載事項変更届を提出していただく必要があります。

施用者は、従たる施設として登録されている方も含めた施用者全員分の届け
出が必要になります。

また、開設者の変更や移転するケースと同様に麻薬所有届等の麻薬の手続き
も必要です。
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申請様式はホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。

麻薬取扱者免許について パート２の説明は以上で終了です。

継続手続き、手続き（その他）、よくある問合せについて パート３をご覧
ください。


